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平成 30 年５月３０日（水）no.５ 文責：上田 

 

６月：心のきずなを深める月間“心の温度”を高める 
 

 『熊本県いじめ防止基本方針（改訂Ｈ２８．２）』の「いじめの防止に関する基本

的考え方」には、 

… いじめの防止等の対策は、単に、いじめをなくす取組にとどまらず、子ども

に将来の夢やそれに挑戦する意欲を持たせることで、学校において「いじめをし

ない」「いじめをさせない」「いじめに負けない」集団づくりを進めるとともに、家

庭や地域、関係機関とも密接に連携を図ることが必要である… 

と記されています。 

いじめは、どの学校でもどの子に 

も起こりうることから（１）いじめ 

の防止（２）いじめの早期発見（３） 

いじめへの対処（４）家庭や地域と 

の連携(５)関係機関との連携が必要 

です。  

 熊本県では６月を「心のきずなを 

深める月間」とし、県下の学校では、 

いじめを許さない学校・学級を目指 

した取組を行っています。 

「他を見下す」「自分とは違う」「 

○○のくせに」「自分には関係ない」 

といった予断や偏見、無関心、差別 

する心と、私たち一人ひとりが向き 

合うには、自分を大切にするととも 

に、人と人とのつながりのぬくもり 

など、他の人を大切にする「心の温 

度」を高めることが大切です。右チ 

ラシにある「『どうしたの? 』あな 

たの声で救われる」という標語も「 

心の温度」を高める一言です。 

 裏面に『子どものサイン発見チェ 

ックリスト』を掲載します。ご家庭 

でお子さんの様子を振り返ってみる 

機会としてご活用ください。 
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